
大市総第０８０２号

令和５年８月２８日

大 村 市 議 会 議 長

大 村 市 議 会 議 員

大村市各行政委員会委員長 殿

大 村 市 監 査 委 員

各 報 道 機 関

大村市長 園 田 裕 史

市議会定例会の招集について（通知）

このことについて、別紙（写）のとおり告示したので通知します。



大村市告示第１１７号

大村市議会定例会を次のとおり招集する。

令和５年８月２８日

大村市長 園 田 裕 史

１ 招集日時 令和５年９月５日（火） 午前１０時

２ 招集場所 大村市議会議場
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第６９号議案

大村市手数料条例の一部を改正する条例

大村市手数料条例（平成１２年大村市条例第１号）の一部を次のように改正する。

別表第２の１８の項中「に限る。以下」の次に「この項及び次項において」を加

え、同表に次のように加える。

２
３

マンション
管理計画認
定又は認定
更新申請手
数料

マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律(平成
１２年法律第
１４９号。以
下この項及び
次項において
「マンション
管 理 適 正 化
法」という。)
第５条の３第
１項の規定に
基づく管理計
画の認定又は
マンション管
理適正化法第
５条の６第１
項の規定に基
づく管理計画
の認定の更新
の申請に対す
る審査

マンション管
理適正化法第
５条の４各号
に掲げる基準
に適合してい
ることを証明
する書類（マ
ンション管理
適正化法第９
１条に規定す
るマンション
管理適正化推
進センターが
作成したもの
に限る。以下
この項におい
て「適合証」と
いう。）の提出
がある場合

マンションの
管理の適正化
の推進に関す
る法律施行規
則(平成１３
年国土交通省
令 第 １ １ ０
号)第１条の
２第１項第２
号に規定する
長期修繕計画
(以下この項
及び次項にお
いて「長期修
繕計画」とい
う。)の数が１
である場合

１件につき
４，０００円

長期修繕計画
の数が２以上
である場合

１件につき
４，０００円に１を
超える長期修繕計
画の数に１，０００
円を乗じて得た額
を加算した額

適合証の提出
がない場合

長期修繕計画
の数が１であ
る場合

１件につき
２９，０００円

長期修繕計画
の数が２以上
である場合

１件につき
２９，０００円に１
を超える長期修繕
計画の数に１６，０
００円を乗じて得
た額を加算した額

２
４

マンション
管理計画変
更認定申請
手数料

マンション管
理適正化法第
５条の７第１
項の規定に基
づく管理計画
の変更の認定
の申請に対す
る審査

変更前の管理計画に係る長期
修繕計画の数が１である場合

１件につき
１４，５００円。た
だし、長期修繕計画
を追加する場合に
あっては、１４，５
００円に当該追加
する長期修繕計画
の数に１６，０００
円を乗じて得た額
を加算した額とす
る。

（ 1 ）



附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料につい

て適用する。

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（提案理由）

マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正に伴い、マンションの管理に

関する計画の認定申請等の審査について新たな手数料を設定するため、この条例案を

提出するものである。

変更前の管理計画に係る長期
修繕計画の数が２以上である
場合

１件につき
１４，５００円に１
を超える当該長期
修繕計画の数に８，
０００円を乗じて
得た額を加算した
額。ただし、長期修
繕計画を追加する
場合にあっては、当
該額に当該追加す
る長期修繕計画の
数に１６，０００円
を乗じて得た額を
加算した額とする。

（ 2 ）



第７０号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市陸上競技場

大村市野球場

大村市テニスコート

大村市補助グラウンド

大村市森園ファミリースポーツ広場

大村市郡中学校運動場夜間照明施設

大村市森園運動広場

大村市古賀島スポーツ広場

２ 指 定 管 理 者 大村市幸町２５番地３３

一般財団法人大村市文化・スポーツ振興財団

理事長 酒井 辰郎

３ 指 定 の 期 間 大村市森園ファミリースポーツ広場以外の施設

令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで

大村市森園ファミリースポーツ広場

令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 3 ）



第７１号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市民プール

大村市屋内プール

２ 指 定 管 理 者 東京都中央区日本橋蛎殻町２丁目１３番９号

株式会社協栄

代表取締役 山田 賢治

３ 指 定 の 期 間 大村市民プール

令和６年４月１日から令和８年３月３１日まで

大村市屋内プール

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 4 ）



第７２号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市武道館

２ 指 定 管 理 者 大村市西三城町１３７番地

大村市武道館運営委員会

会長 勢戸 祥市

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 5 ）



第７３号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市児童体育館

２ 指 定 管 理 者 大村市富の原一丁目１２４８番地６

富の原一丁目町内会

会長 伊達 一徳

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 6 ）



第７４号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市弓道場

２ 指 定 管 理 者 大村市幸町２５番地１８０

大村市弓道協会

会長 竹田 敏秋

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 7 ）



第７５号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市北部運動広場

２ 指 定 管 理 者 大村市松原本町２９６番地４

松原地区町内会長会

会長 筒井 義人

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 8 ）



第７６号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市南部運動広場

２ 指 定 管 理 者 大村市日泊町７９１番地

三浦地区体育振興会

会長 山口 弘宣

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 9 ）



第７７号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市鈴田運動広場

２ 指 定 管 理 者 大村市大里町３３番地２

鈴田地区社会体育振興会

会長 森 信一郎

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 10 ）



第７８号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市アーチェリー場

２ 指 定 管 理 者 大村市西部町１４３番地６６

大村市アーチェリー協会

会長 小林 史政

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 11 ）



第７９号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市黒木山小屋

２ 指 定 管 理 者 大村市久原二丁目８０９番地１４

大村山岳会

会長 松﨑 文彦

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 12 ）



第８０号議案

公の施設の指定管理者の指定について

次のとおり公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。

１ 公の施設の名称 大村市療育支援センター

２ 指 定 管 理 者 大村市本町４５８番地２

社会福祉法人大村市社会福祉協議会

会長 有川 晃治

３ 指 定 の 期 間 令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 13 ）



第８１号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大村市立西大村中学校屋内運動場改築建築工事

２ 契約の方法 条件付き一般競争入札

３ 契 約 金 額 ７８８，６７８，０００円

４ 契約の相手方 平山組・瀬尾工務店・野口住宅特定建設工事共同企業体

代表者 大村市東三城町８番地４

株式会社平山組

代表取締役 中村 人久

５ 竣 工 期 限 令和７年２月３日

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 14 ）



第８２号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大村市立福重小学校校舎改築建築工事

２ 契約の方法 条件付き一般競争入札

３ 契 約 金 額 １，４５２，０００，０００円

４ 契約の相手方 伸栄・平山・瀬尾特定建設工事共同企業体

代表者 大村市荒瀬町１０４３番地

伸栄建設株式会社

代表取締役 高尾 満晴

５ 竣 工 期 限 令和６年１２月１０日

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 15 ）



第８３号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大村市立福重小学校校舎改築設備工事

２ 契約の方法 条件付き一般競争入札

３ 契 約 金 額 ２２３，５３１，０００円

４ 契約の相手方 谷野・髙瀬特定建設工事共同企業体

代表者 大村市協和町７７７番地８

株式会社谷野電機空調

代表取締役 谷野 幸司

５ 竣 工 期 限 令和６年１２月１０日

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 16 ）



第８４号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大村市立福重小学校校舎改築電気工事

２ 契約の方法 条件付き一般競争入札

３ 契 約 金 額 １６６，７４６，８００円

４ 契約の相手方 谷野電機空調・山本電器特定建設工事共同企業体

代表者 大村市協和町７７７番地８

株式会社谷野電機空調

代表取締役 谷野 幸司

５ 竣 工 期 限 令和６年１２月１０日

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 17 ）



第８５号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大村市立放虎原小学校長寿命化改良設備工事

２ 契約の方法 条件付き一般競争入札

３ 契 約 金 額 ２１２，５７５，０００円

４ 契約の相手方 髙瀬建設・谷野電機特定建設工事共同企業体

代表者 大村市岩松町２６番地１

髙瀬建設株式会社

代表取締役 髙瀬 邦彦

５ 竣 工 期 限 令和６年１２月１３日

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 18 ）



第８６号議案

工事請負契約の締結について

次のとおり工事請負契約を締結する。

１ 工 事 名 大村市立放虎原小学校長寿命化改良電気工事

２ 契約の方法 条件付き一般競争入札

３ 契 約 金 額 ２００，０７６，８００円

４ 契約の相手方 谷野・山本電器特定建設工事共同企業体

代表者 大村市協和町７７７番地８

株式会社谷野電機空調

代表取締役 谷野 幸司

５ 竣 工 期 限 令和６年１２月１３日

令和５年９月５日提出

大村市長 園 田 裕 史

（ 19 ）
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